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参 照 条 文

○ 刑法（明治４０年４月２４日法律第４５号）

（強制わいせつ）

第１７６条 １３歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者

は、６月以上１０年以下の懲役に処する。１３歳未満の男女に対し、わいせつな行為

をした者も、同様とする。

（強姦）
かん

第１７７条 暴行又は脅迫を用いて１３歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、
かんいん

３年以上の有期懲役に処する。１３歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

（準強制わいせつ及び準強姦）

第１７８条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗

拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第１７６条の例による。

２ 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能

にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

（集団強姦等）

第１７８条の２ ２人以上の者が現場において共同して第１７７条又は前条第２項の罪

を犯したときは、４年以上の有期懲役に処する。

（親告罪）

第１８０条 第１７６条から第１７８条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がな

ければ公訴を提起することができない。

２ 前項の規定は、２人以上の者が現場において共同して犯した第１７６条若しくは第

１７８条第１項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

（強制わいせつ等致死傷）

第１８１条 第１７６条若しくは第１７８条第１項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、

よって人を死傷させた者は、無期又は３年以上の懲役に処する。

２ 第１７７条若しくは第１７８条第２項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって

女子を死傷させた者は、無期又は５年以上の懲役に処する。

３ 第１７８条の２の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又

は６年以上の懲役に処する。

（未成年者略取及び誘拐）

第２２４条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、３月以上７年以下の懲役に処する。
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（営利目的等略取及び誘拐）

第２２５条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を

略取し、又は誘拐した者は、１年以上１０年以下の懲役に処する。

（被略取者引渡し等）

第２２７条 第２２４条、第２２５条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略

取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠

避させた者は、３月以上５年以下の懲役に処する。

２ （略）

３ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、

又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、６月以上７年以

下の懲役に処する。

４ （略）

（親告罪）

第２２９条 第２２４条の罪、第２２５条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した

第２２７条第１項の罪並びに同条第３項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は

生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起

することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻

をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力が

ない。

（強盗）

第２３６条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、５年以

上の有期懲役に処する。

２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項

と同様とする。

（事後強盗）

第２３８条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪

跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

（昏酔強盗）
こん

第２３９条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
こん

（強盗致死傷）

第２４０条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は６年以上の懲役に処し、死亡させ

たときは死刑又は無期懲役に処する。
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（強盗強姦及び同致死）

第２４１条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は７年以上の懲役に処する。よって

女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

（未遂罪）

第２４３条 第２３５条から第２３６条まで及び第２３８条から第２４１条までの罪の

未遂は、罰する。


